
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．背景と目的 

東日本大震災による津波被災地の復興の過程で，行政による防

潮堤の建設・再建や高台への集落移転の計画に対して，防潮堤の

高さあるいは移転先の土地条件により，陸地から海が見えなくな

ることへの懸念が主に被災住民から挙げられる例が散見される 1)。

既に昭和 8 年（1933）の三陸津波を受けた政府の復興計画では，

「海を望み見得ること」が集落の高台移転地の条件の一つに明記

されていた 2)ように，沿岸域の居住環境条件としての海の可視性

は，広くかつ公的にもその意義が認識されていたことである。と

ころが今回の復興計画ではこの点が共通認識となっておらず，そ

の結果復興過程で住民からは異議が発せられている。 

80 年を経て，海の見えるところで暮らしたいという沿岸域の

人々の日常生活への思いは大きくは変わっていないと思われる。

しかしその中で多様な土地環境条件の評価法などが格段に発達し

ているにもかかわらず，その一条件といえる海の可視性が単純な

指標でありながらも復興等の計画に際して除外されているのだと

すれば，それはその価値を適切な手法によって評価する作業を行

ってこなかったこと，そしてその価値の議論も低調であったこと

が一因として考えられる。復興計画以外でも，たとえば景観法成

立以降に各地の自治体で策定された景観計画において，海辺の都

市が海への眺望の確保を謳う例は少なくない。しかし実際の計画

は横須賀市にみられるような，特別な視点からの海の眺望の維持

をゾーニングでコントロールしようとする例以外は，定性的な留

意事項として扱うものが多く，日常生活の場である住宅地などか

ら海がどのように見えるかを具体的に把握し計画に活かすような

例は管見ではみられない。さらに人の暮らしと多面的に関わる沿

岸域は，1992年の地球サミット以来その統合的管理が重視されて

おり 3)，海の眺めの問題はこの点からも計画論への組み込みが求

められると考えられる。 

これらの点に関連して，日本造園学会による東日本大震災の復

興支援調査では，岩手県宮古市重茂地区等を対象に集落の立地と

漁場である海の可視性の関係の解析から，高台に立地する集落と

その近辺の道路からの海の可視性が特異的に高いことが示され，

過去の居住地の選定にあたって生業に関わる海の可視性が大きな

条件であった可能性が示唆された 4)。ここで用いられたのは数値

地図（DEM）を対象に可視頻度解析によって一定範囲の陸地か

らの海の可視性を網羅的に算定する手法である。可視頻度（被視

頻度ともいう）解析は特に新しい手法ではなく，主に 1970 年代

以降の景観工学分野での自然風景地等を対象とした大スケールで

の風景計画上の土地評価法として知られるが 5)，先の調査例は，

数値地図の精度が高くなった現在，より細かな地形，地域に即し

た可視頻度解析の活用として，海という周辺自然環境への可視条

件から土地評価を行う一つの有効な手法と考えられる。 

 しかし，ごく限定的な地域に対して行われたこの事例調査結果

の一般化については留保が必要であり，暮らしと関わる沿岸域に

おける集落の立地と海の可視性と関連性をより広汎に把握してそ

の意義を議論するには，海沿いに広がるより多数の集落を対象と

した調査が求められる。そこで本研究では，三陸地域の沿岸域を

対象に，可視頻度解析の手法を用いて，集落の立地と海の可視性

の関係を全体の傾向として明らかとし，生活空間における周辺環

境の可視性の意義について議論を深めることを目的とする。 

 関連研究として，集落などの人間の集住地における景観に関し

ては，考古学の分野でやはり数値地図を活用した一定の研究があ

る 6)7)。ただし基本的に遺跡・古墳・居館・霊山などを個々の事例

として扱い，それらを視点とした可視領域分析を行うもので，多

くは可視頻度解析ではなく，また広域およびまた現代に続く集落

を対象とした研究はみられない。その一部には集落群を対象とし

可視頻度と同様の概念を景観重心指標と称して活用する研究もあ

るが 8)，遺跡相互の視認性に着目したもので，周辺自然環境との

関係を問うものではない。 
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図－1 可視頻度検討方法の概要 

可視頻度検討範囲：陸域10km 被視点範囲：海域3km

検討集落：海岸から3㎞以内

海上被視点
（200m‐grid）

10mmesh‐DEM

メッシュ毎可視頻度
（土地傾斜10度以下）

集落の土地範囲
（建物記号+20m

バッファ）

最遠20km

海
岸
線

集落から海まで
の距離

海岸から200m毎の帯状範囲の平均可視頻度

２．研究の方法 

調査対象地は三陸海岸の概ね全体に相当する，青森県八戸市か

ら宮城県石巻市までの外洋に面した沿岸域とした。地形データは，

国土地理院の基盤地図情報において提供される数値標高モデル

（10mメッシュ，2009年2月1日更新）と海岸線データ（2014
年7月1日更新）を使用した。まず陸地からの沿岸域の海域への

可視性を網羅的に捉えるために，海岸線から3km沖まで 9)の海面

に200m 間隔のグリッド状に被視点を設定し 10)（計41,801 点），

海岸線から内陸側 10km までの範囲内の陸地の全メッシュ（計

30,400,309mesh）を視点とし，海面上の可視被視点数の合計を

可視頻度として算出し，各メッシュ（視点）の値から海の可視性

の高さの主題図を作成した（図－1）。その際に視距離が20 kmを

超える視点－被視点関係は，日常的な可視領域外にあるとみなし

て計算範囲から除外した 11)。なお可視頻度は急な崖地や傾斜地に

おいて高い値となることが予想されるが，本研究ではあくまで生

活空間からの可視性を議論することを狙いとするため，生活・生

業には適さないそうした土地を除いて解析を行うことが有意義で

あると考え，得られた可視頻度図に対して各メッシュの土地の傾

斜が 10 度以下である条件を便宜的閾値としてフィルタリングし

たものを以降の検討に用いることとした。 
次にこの可視頻度図上で集落単位の海の可視頻度を算出するた

めに，検討対象とする集落の条件設定を行った。地理的条件とし

ては，八戸市南浜地区から宮城県南三陸町までの間で 12)，海岸線

から陸側へ3km13)までの領域内の集落とした。また歴史的条件も

考慮し，急な近代化以前に存在し現在も継続する集落を対象とす

ることとした。具体的には国土地理院が管理する大正 2-5 年

（1913-16）測量の 1/5 万地形図を用い，上記の地理的範囲内で

名称の記載された集落から，現在の地形図でも同一地名が確認で

きる計598集落を抽出した。各集落の土地範囲は，大正期の地形

図上で建物および社寺・墓地の記号の集合領域に周囲 20m のバ

ッファ帯を加えた領域を設定し，その範囲内での全メッシュの可

視頻度から集落毎の平均値等を求めた。 

これらの作業を経て，集落からの海の可視性を評価するため，

海岸線から内陸に200mごとの，集落の有無にかかわらない帯状

の土地（傾斜 10 度以下）での可視頻度の平均値を算定し，各集

落の海岸までの距離（集落範囲の地理的中心と海岸線との最短距

離）に応じて，各集落の可視頻度の平均値との比較を行った。そ

の際に三陸海岸はその成因により宮古市付近を境に南北で地形の

特徴が異なることを考慮し，行政区を境界に宮古市以北の「北部」

と山田町以南の「南部」に分けて検討を行った。また各集落の生

業形態と海の可視性の関係にも着目し，漁業集落と非漁業集落と

に分けた 14)可視頻度の傾向の分析も行った。なおこれらの検討に

際し，今回使用した地形図の作成時以前の明治 29 年（1896）の

図－2 可視頻度の分布（最大を100とした濃度表示） 左：八戸市－宮古市 中：宮古市－陸前高田市 右：陸前高田市－石巻市）
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明治三陸津波後に移転が行われてその後の定着が認められた5集

落は，集落立地の継続性が他集落と異なるので対象外とした 15)。

さらに埋立等により大正期と比べて，集落と海との距離が大きく

変化した集落が 9 ヵ所認められ，これらも除外し最終的に北部

223，南部361の計584集落を検討対象とした。以上の解析全般

には GIS（ArcMap）を用いた。加えて可視頻度の計算結果を現

地で確認するため，青森県八戸市－岩手県洋野町，岩手県宮古市，

宮城県気仙沼市の各 19，18，10 ヵ所の集落で，道路沿いに歩き

ながら可視・不可視領域の境界部の位置および可視頻度の変化の

定性的傾向について，計算結果と実態との照合を行った。 

 

３．結果 

（１）可視頻度 

 図－2 に可視頻度の分布図を示す。海の可視頻度の地理的分布

は，概ね三陸海岸の地形の特徴を反映したものである。八戸市か

ら宮古市にかけては海成段丘が続くが，後背の山地への傾斜が比

較的緩い久慈市以北では内陸側まで可視性（可視頻度）の高い土

地が多いのに対し，普代村から宮古市にかけては後背山地が迫り

傾斜が急なため，全体に可視性は高くないものの，海岸からやや

離れた段丘上の平坦地に可視域が点在するのが認められる。山田

町から石巻市までの南部はいわゆるリアス式海岸で急傾斜地が多

く，全体に可視性の高いところは入江奥部の浜や港部に限られ，

外洋に突き出した多くの半島も傾斜地がほとんどであるため，海

に接しながらも生活空間としての可視条件には恵まれない。ただ

し気仙沼市付近では海成段丘の性格も強いため，海から離れた平

坦面に可視域の点在が認められる。なお全体の結果は一部での現

地確認調査から，植生等の影響はあるものの可視領域の位置やそ

の頻度の高低は実態を妥当に捉えていると判断された。 

（２）集落からの可視性 

 表－1に結果の概要を示す。図-3は全対象集落からの海の可視

頻度について，北／南部ごとの平均値に対する相対値を海までの

距離との関係から示したものである。海の全く見えない集落もあ

るものの，多くの集落からはわずかでも海が見える。これが周囲

に比較して特に海がよく見えるといえるかどうかを判断するため，

北／南部それぞれで海から200mごとの帯状の土地範囲を設定し，

各距離帯別の可視頻度平均値を算出しこれを母平均と位置づけ，

各集落の平均との差を5%（両側）有意で検定した（z検定）。 

その結果，北部で4割弱，南部で3割の集落で，平均よりも海

の可視性が有意に高かった。全体傾向としては海から遠のくにつ

れて可視頻度も低くなるものの，海から3 km近い内陸部の集落

でも平均の数倍の可視頻度を示す集落があることがわかった。集

落の生業別にみると，北／南部とも 1km を超える辺りまで主に

漁業集落が立地し，それより内陸は非漁業（農業）集落が増える

が，内陸側の非漁業の中でも高い海の可視性をもつ集落があるこ

とが特徴的である。その一方で，北／南部とも5割を超える集落

では平均に対して海の可視性が低いという結果も得られた。 

図－4 はこの結果を海からの距離帯別の集落数として捉えたも

図－3 三陸沿岸域の集落における海までの距離と平均可視頻度（相対値）  左：北部（n=223） 右：南部（n=361） 

図－4 三陸沿岸域の集落における海までの距離帯と海の見える集落数  左：北部（n=223） 右：南部（n=361）
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表－1 集落の可視頻度検討結果の概要 

可視頻度 最大値

平均値

標準偏差

漁業 非漁業 計 漁業 非漁業 計

有意に高 43 40 83 43 63 106
平均並 6 14 20 24 27 51
有意に低 50 70 120 86 118 204

  うち不可視 2 13 15 0 29 29

       計 99 124 223 153 208 361

集落数

（可視頻度の距
離帯別平均値と

の関係）

北部 南部

（海上41,801点
中の可視点数） 277.6 293.3

116.11 76.22

2,998 7,265
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のである。北部に比べて南部は地形的特徴を反映して集落が海岸

近くに集中傾向にあるが，ともに海の可視性の高い集落数は海岸

よりも数百m内側で増え，さらに内陸部では，全体数が少ないも

のの可視性の高い集落の割合は必ずしも低下せず5割を超える場

合もあることがわかる。一方で可視性の低い集落は海岸に最も近

いところに多く，南部で特に顕著である。 

 

４．考察とまとめ 

今回の検討では，3～4割の集落で海の可視性が平均よりも高く，

一方で5割を超える集落ではむしろ平均よりも低いという結果が

得られた。ただしこれはあくまで距離帯別平均（母平均）と集落

内平均（標本平均）の比較のみから確認できた全体傾向であり，

その解釈には多面的考察が求められる。まず可視性の低い集落が

海岸直近の距離帯に特に多かったことは，母平均とした距離帯別

平均の特性から理解することができる。典型的リアス式海岸の南

部で特にこの傾向が強かったことが示唆するように，入江と半島

が繰り返す地形において，集落が多く立地する入江部は海への視

界が陸地に挟まれ限定的となるため，入江部の集落の可視性の標

本平均は，視界の開けた半島部も含めた母平均に対して低くなる

と考えられる。次に集落からの可視性を平均値以外で捉える可能

性も考慮してみる。たとえば図－5 は，北部を対象に各集落内の

可視頻度の最大値を平均値の高低別に示したものであるが，

1500mくらいまでは両集団の最大値には重なりがみられる。すな

わち集落全体としての可視性は高くなくとも，集落内の特異点で

は海の可視性が高い集落が多数存在することが推測され，コミュ

ニティの中心である神社などがそうした特異点である例が既に報

告されている 16)。こうしたことから，むしろ最も基本的な平均値

の比較からだけでも海の可視性が高い集落が一定割合で確認でき

たことは，やはり少なくない集落において，そこから海が見える

ことが偶然得られた関係ではないことを示唆すると考えられる。 

もちろん，なぜその関係が成り立ったのかは本論から直接は答

えらず，海を生業の場とする漁業集落以外にもこの関係がある理

由なども興味深いが，この点を含めこの視覚的関係がどのような

過程で形成されたかについては，各集落とその地域に固有の歴史

の把握を経ずに理解することはできない。今回はおよそ百年継続

している集落を対象として一応の歴史性を考慮したが，それらが

以前からそこにあり続けたことを保証するものではなく，個別の

地域・集落を論ずる際には不十分である。それは容易ではないが，

自然，生業，災害，経済，政治，社会等の多様な条件が直接・間

接に作用して成り立っている景観の歴史的検証が求められる。 

そしてこれは昨今関心が高まっている「文化的景観」の議論に

そのままつながるものである。今のところその議論の中心は，人々

の営みの「結果」「現れ」として外形的に認められる景観をどう評

価し，その営みを通してどう継承するかに注がれている。これに

対し本論で扱った集住地を定めるという立地の問題は，集落の歴

史の初期段階に強く関わるとともに，そこからの海への眺めは外

形的な景観ではなく人々自身の体験としての景観である。一定の

集落に認められる海との視覚的つながりは，そこでの人々の営み

の結果や現れというよりは，始まりの体験，言い換えれば人々の

「生活の基盤」としての意味が強いといえるのではないか。今回

窺われたような集落と海の関係もまた，地域固有の文化的価値の

一つと考えられるが，これをより広く生活の場と周辺環境との関

係として捉えなおすならば，様々な地域におけるその文化的景観

の価値は，結果としての側面を超えて，そこに暮らす人々が何を

見てきたかという，体験としての景観の価値をその成り立ちの過

程を含めて評価することで，さらにその豊かさを捉えられるよう

になるのではないか。そしてその計画論的手法として，可視頻度

分析の手法は活用が可能であると考えられる。 

本研究では三陸沿岸域において集落群からの海の可視性を視頻

度指標を用いて解析し，全体的傾向として，漁業集落だけでない

非漁業集落を含む一定割合の集落において，周囲よりも高い海と

の視覚的つながりを有することを明らかとした。個別の地域・集

落におけるその生成過程の解明は別途の課題であるが，可視頻度

を活用した視覚的つながりによる土地の評価は，文化的景観の価

値評価の観点からも展開可能性を持つことなどを考察した。 
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図－5 可視頻度の最大値（北部） 
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